
 

 

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則をここに公布する。 

 令和２年２月２８日 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市規則第２号 

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則 

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４７年徳島市規則第６７号）の

全部を改正する。 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，徳島市中央卸売市場業務条例（令和元年徳島市条例第２

７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 



 

 

 （取扱品目） 

第２条 条例第４条第１項第１号の規則で定めるその他の食料品は冷凍食品及

び蜂蜜とし，同項第２号の規則で定めるその他の食料品は冷凍食品とする。 

（取扱品目の決定）  

第３条 卸売業者は，条例第４条第１項各号のいずれの部類に属するかについ

て疑義ある物品を受領したときは，直ちにその旨を市長に届け出なければな

らない。 

（市場の休日） 

第４条 条例第５条第１項の規則で定める日は，次に掲げるものとする。 

⑴ 日曜日（日曜日が１月５日又は１２月２７日から１２月３０日までの日

に当たるときを除く。） 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日から１月４日まで及び１２月３１日 

（休業，休日営業承認手続） 

第５条 卸売業者，仲卸業者又は関連事業者は，休日以外の日に休業し，又は

休日に営業しようとするときは，あらかじめ休業・休日営業承認申請書を市

長に提出してその承認を受けなければならない。 

（通常の卸売開始時刻の告知方法） 

第６条 通常の卸売開始時刻（せり売り又は入札開始時刻をいう。以下同じ。）

は，電鈴又は振鈴をもって知らせる。 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

（卸売業務の許可申請） 

第７条 条例第８条第１項の許可を受けようとする者は，同条第３項の許可申

請書の提出に際しては，次に掲げる書類を添付しなければならない。 



 

 

⑴ 定款 

⑵ 登記事項証明書 

⑶ 役員及び従業者名簿 

⑷ 役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面 

⑸ 役員の住民票の写し又はこれに代わる書面 

⑹ 事業実績及び事業計画書 

⑺ 法人市町村民税及び固定資産税の納税証明書 

⑻ 欠格条項に該当しない旨の誓約書 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，条例第８条第１項の許可をする場合において必要があると認める

ときは，関係業者の意見を聞くことができる。 

（卸売業者許可書の交付） 

第８条 市長は，条例第８条第１項の許可を行ったときは，卸売業者許可書を

交付する。 

２ 卸売業者は，交付を受けた許可書を紛失し，又は毀損したときは，速やか

に市長に申し出て，卸売業者許可書の再交付を受けなければならない。 

（卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請）  

第９条 条例第９条第１項の認可を受けようとする者は，同条第３項の認可申

請書の提出に際しては，当該申請書に第７条第１項に掲げる書類並びに事業

の譲渡及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。 

２ 条例第９条第２項の認可を受けようとする者は，同条第３項の認可申請書

の提出に際しては，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

⑴ 合併の認可の申請 第７条第１項に掲げる書類及び当該合併に係る契約

書の写し 



 

 

⑵ 分割の認可の申請 第７条第１項に掲げる書類及び当該分割に係る計画

書又は契約書の写し 

（届出事項）  

第１０条 条例第１０条第１項第３号の規則で定める事項は，次に掲げる事項

とする。 

⑴ 定款を変更したとき。 

⑵ 業務を執行する役員に変更があったとき。 

⑶ 資本金又は出資の額に変更があったとき。 

⑷ 総会の決議があったとき。 

２ 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は，業務を執行する役員又はせり

人が，犯罪容疑のため起訴されたとき，職務若しくは業務に関して訴訟の当

事者となったとき若しくはその判決があったとき又は破産手続開始の決定を

受けたときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（保証金の額） 

第１１条 条例第１５条第１項の卸売業者が預託すべき規則で定める保証金の

額は，次の表に掲げるとおりとする。 

取扱品目の部類 卸売金額 保証金の額 

青果部 ２０億円未満 ２００万円 

水産物部 ２０億円以上５０億円未満 ３００万円 

 ５０億円以上 ５００万円 

２ 前項の表に規定する卸売金額は，当該年度の開始日前１年間の卸売の金額

（せり売り若しくは入札の方法，相対取引又は定価売りに係る価格にその消

費税及び地方消費税に相当する額を加えた金額をいう。）とする。ただし，

条例第８条第１項の許可を受けてその業務を開始した後１年を経過しない者

については，業務開始後１年間の卸売の予定金額（せり売り若しくは入札の

方法，相対取引又は定価売りに係る価格にその消費税及び地方消費税に相当



 

 

する額を加えた金額をいう。）とする。 

（せり人の届出）  

第１２条 卸売業者は，条例第２０条の届出に際しては，届出書に届出するせ

り人の写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

２ 卸売業者は，次の各号のいずれかに該当する者を，せり人として届け出て

はならない。 

⑴ 当該卸売業者の役員又は使用人でない者 

⑵ 年齢１８歳未満の者 

⑶ 卸売業務について１年以上の経験を有しない者 

３ その他せり人の届出について必要な事項については，市長が別に定める。 

（せり人名簿への登録） 

第１３条 市長は，条例第２０条の届出を受け付けたときは，せり人名簿に登

録し速やかに届出者に通知するとともに，せり人に対しせり人証及び記章を

交付する。 

（せり人の帽子及び記章） 

第１４条 せり人は，徳島市中央卸売市場（以下「市場」という。）内におい

ては前条のせり人証を携帯し，市長が定める帽子及び同条の記章を着用しな

ければならない。 

（せり人証等の再交付） 

第１５条 せり人は，交付を受けたせり人証又は記章を紛失し，又は毀損した

ときは，速やかに市長に申し出て，当該せり人証又は記章の再交付を受けな

ければならない。 

２ 前項の規定による再交付をした場合は，その実費額を徴収するものとする。 

（せり人の解雇等）  

第１６条 卸売業者は，せり人を解雇したとき又はせり人が死亡したときは，



 

 

遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（帳簿等の提示）  

第１７条 卸売業者は，販売委託者の要求があったときは，その委託物品の販

売に関する帳簿及び書類を提示し，その質問に答えなければならない。 

（残高試算表の提出）  

第１８条 卸売業者は，毎月末日現在における合計残高試算表を作成し，翌月

１０日までに市長に提出しなければならない。  

（欠格条項該当の届出等） 

第１９条 卸売業者は，その業務を執行する役員が条例第８条第４項第２号の

いずれかの事項に該当するに至ったときは，遅滞なくその旨を市長に届け出

なければならない。 

２ 卸売業者でなくなった者は，交付された卸売業者許可書，せり人証及びせ

り人の記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。 

第２節 仲卸業者 

（仲卸業務の許可申請） 

第２０条 条例第２２条第１項の許可を受けようとする者は，同条第３項の許

可申請書の提出に際しては，第７条第１項に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

２ 第７条第２項の規定は，条例第２２条第１項の許可について準用する。 

（仲卸業者許可書の交付）  

第２１条 市長は，条例第２２条第１項の許可を行ったときは，仲卸業者許可

書を交付する。 

２ 第８条第２項の規定は，前項の許可書について準用する。 

（仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請）  

第２２条 条例第２３条第１項の認可を受けようとする者は，同条第３項の認



 

 

可申請書の提出に際しては，当該申請書に第７条第１項に掲げる書類並びに

事業の譲渡及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。 

２ 条例第２３条第２項の認可を受けようとする者は，同条第３項の認可申請

書の提出に際しては，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該各号に掲

げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 合併の認可の申請 第７条第１項に掲げる書類及び当該合併に係る契約

書の写し 

⑵ 分割の認可の申請 第７条第１項に掲げる書類及び当該分割に係る計画

書又は契約書の写し 

（届出事項）  

第２３条 条例第２４条第１項第３号の規則で定める事項は，第１０条第１項

に掲げる事項とする。 

 （事業報告書） 

第２４条 条例第２５条の事業報告書の作成は，市長が別に定める様式により

行うものとする。 

（保証金の額） 

第２５条 条例第２７条第１項の仲卸業者の預託すべき規則で定める保証金の

額は，次に掲げるとおりとする。 

青果部 １０万円 

水産物部 １０万円 

（せり参加人の承認）  

第２６条 仲卸業者は，市場において卸売業者が行う卸売に参加させる者（以

下「せり参加人」という。）について，市長の承認を受けなければならない。 

２ 仲卸業者は，前項の承認を受けようとするときは，承認申請書にせり参加

人の履歴書，市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面，写真そ



 

 

の他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。 

３ 市長は，第１項の承認の申請があった場合において，その申請に係るせり

参加人が次の各号のいずれかに該当するとき又は承認申請書若しくはその添

付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは，

これを承認しないものとする。 

⑴ 年齢１８歳未満の者であるとき。 

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 

⑶ 売買参加者又は卸売業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人であ

る者であるとき。 

⑷ 青果又は水産物の取扱業務について，１年以上の経験を有しない者又は

必要な能力を有しない者であるとき。 

４ その他必要な事項については，市長が別に定める。 

（せり参加人の承認の取消し） 

第２７条 市長は，前条第１項の承認を受けたせり参加人が次の各号のいずれ

かに該当するときは，その承認を取り消すものとする。 

⑴ せり参加人が前条第３項第２号若しくは第３号のいずれかに該当するこ

ととなったとき又は業務に必要な能力を有しなくなったとき。 

⑵ 仲卸業者が当該せり参加人の承認の取消しを申し出たとき。 

（仲卸業者のせり参加人の帽子及び記章） 

第２８条 仲卸業者のせり参加人は，市場内においては市長が定める帽子及び

市長が交付する記章を着用しなければならない。 

２ 仲卸業者のせり参加人は，交付を受けた記章を紛失し，又は毀損したとき

は，速やかに市長に申し出て，記章の再交付を受けなければならない。 

３ 前項の規定による再交付をした場合は，その実費額を徴収するものとする。 

（欠格条項該当の届出等） 



 

 

第２９条 仲卸業者は，その業務を執行する役員が条例第２２条第４項第２号

のいずれかの事項に該当するに至ったときは，遅滞なくその旨を市長に届け

出なければならない。 

２ 仲卸業者でなくなった者は，交付された仲卸業者許可書及びせり参加人の

記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。 

第３節 売買参加者 

（売買参加者の承認申請） 

第３０条 条例第２９条第１項の承認を受けようとする者は，同条第３項の承

認申請書の提出に際しては，当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

⑴ 法人の場合 第７条第１項に掲げる書類 

⑵ 個人の場合 

ア 履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面 

イ 住民票の写し又はこれに代わる書面 

ウ 市町村民税及び固定資産税の納税証明書 

エ 欠格条項に該当しない旨の誓約書 

オ 従業者名簿 

カ 事業実績及び事業計画書 

キ その他市長が必要と認める書類 

２ 第７条第２項の規定は，条例第２９条第１項の承認について準用する。 

３ その他必要な事項については，市長が別に定める。 

（売買参加者承認書の交付） 

第３１条 市長は，条例第２９条第１項の承認を行ったときは，売買参加者承

認書を交付する。 

２ 第８条第２項の規定は，前項の承認書について準用する。 



 

 

（売買参加者の承認基準）  

第３２条 条例第２９条第４項第２号及び第３１条の規定を適用する場合の基

準は，市長が別に定める。 

（せり参加人の承認） 

第３３条 売買参加者は，せり参加人について市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 第２６条第２項から第４項まで及び第２７条の規定は，前項の承認につい

て準用する。この場合において，第２６条第３項第３号中「売買参加者又は

卸売業者若しくは売買参加者の役員若しくは」とあるのは，「卸売業者又は

仲卸業者の役員又は」と読み替えるものとする。 

（売買参加者のせり参加人の帽子及び記章） 

第３４条 売買参加者のせり参加人は，市場内においては市長が定める帽子及

び市長が交付する記章を着用しなければならない。 

２ 第２８条第２項及び第３項の規定は，前項の記章について準用する。 

（欠格条項該当の届出等）  

第３５条 売買参加者は，自らが条例第２９条第４項第１号又は第３号のいず

れかに該当するに至ったときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なければな

らない。 

２ 売買参加者でなくなった者は，交付された売買参加者承認書及びせり参加

人の記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。 

（売買参加者の名称変更等の届出事項）  

第３６条 条例第３０条第１項第２号の規則で定める事項は，次に掲げる事項

とする。 

⑴ 氏名又は名称及び住所の変更 

⑵ 商号の変更 



 

 

⑶ 法人である場合にあっては，定款，資本金又は出資の額及び役員の変更 

第４節 関連事業者 

（関連事業の種類）  

第３７条 条例第３２条第１項第１号及び第２号の規則で定める業務は，次に

掲げるとおりとする。 

⑴ 物品卸売業 

⑵ 冷蔵庫業 

⑶ バナナ加工業 

⑷ 金融業 

⑸ 日用雑貨販売業 

⑹ 薬局 

⑺ その他市場機能の充実に資するものとして市長が認める業務 

⑻ その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が認める業務 

（関連事業者の市場施設使用許可申請）  

第３８条 関連事業者は，条例第３２条第１項の許可を申請するに際しては，

市場施設使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならな

い。ただし，市長がその必要がないと認めた場合は，この限りでない。 

 ⑴ 個人の場合 

  ア 住民票の写し又はこれに代わる書面 

  イ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ 法人の場合 

  ア 登記事項証明書又はこれに代わる書面 

  イ その他市長が必要と認める書類 

 （保証金の額） 

第３９条 条例第３３条第２項の規則で定める保証金の額は，第８０条の規定



 

 

による使用料月額の３倍に相当する金額とする。ただし，その金額が３０万

円以上となる場合は，市長が別に定める。 

（営業報告） 

第４０条 関連事業者は，毎月１０日までに，前月中の営業実績について，関

連事業者月間営業報告書を市長に提出しなければならない。 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（物品の即日販売）  

第４１条 卸売業者は，上場できるときまでに受領した受託物品は，当日中に

販売しなければならない。ただし，委託者の指示その他特別の理由がある場

合は，この限りでない。  

（売買取引物品の下見）  

第４２条 卸売業者は，市場内において売買取引をしようとするときは，通常

の卸売開始時刻以前に売買に参加する者に当該物品の下見をさせなければな

らない。ただし，相対取引の方法による場合は，この限りでない。  

（せり売りの方法） 

第４３条 せり売りは，せり人がその販売物品について，品名，産地，出荷者，

等級，数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができ

ない。 

２ せり落しは，せり人が最高申込価格を３回呼び上げたときこれを決定し，

その申込者をせり落し人とする。ただし，指値のある物品について，最高申

込価格が当該指値に達しないときは，この限りでない。 

３ 前項の呼び上げ回数は，状況に応じてこれを減ずることができる。 

４ 最高価格の申込者が２人以上あるときは，抽選その他適当な方法でせり落

し人を決定しなければならない。 

５ せり落し人が決定したときは，せり人は直ちにせり落し価格及びせり落し



 

 

人の氏名，商号又は番号を呼び上げなければならない。 

（入札売りの方法）  

第４４条 入札売りは，卸売業者がその販売物品について，品名，産地，出荷

者，等級，数量その他必要な事項を掲示するか又は呼び上げた後入札人が入

札書により行わなければならない。 

２ 卸売業者は，入札終了後直ちにこれを開札しなければならない。 

３ 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし，その物品に指値がある場

合に最高入札価格が当該指値に達しないときは，この限りでない。 

４ 前条第４項及び第５項の規定は，入札売りに準用する。 

（入札の無効）  

第４５条 次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。 

⑴ 入札人が誰であるかを確認できないとき。 

⑵ 入札金額その他指定記載事項が不明であるとき。 

⑶ 入札に際し不正又は不当な行為があったとき。 

⑷ 同一人が２通以上の入札書を提出したとき。 

⑸ 入札人がその入札に関し，条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて

行う指示に違反したとき。 

２ 前項の場合には，卸売業者は，開札の際にその理由を明示し，当該入札は

無効である旨を知らせなければならない。 

（異議の申立て） 

第４６条 せり売り又は入札に参加した者がそのせり落し又は落札の決定につ

いて異議があるときは，直ちにその旨を市長に申し立てることができる。 

２ 市長は，前項に規定する申立てについて正当な理由があると認めるときは，

せり直し又は再入札を命ずることができる。  

（指値その他の条件の届出）  



 

 

第４７条 卸売業者は，受託物品に指値その他の条件がある場合は，指値等条

件付受託物品届出書を市長に提出し，通常の卸売開始時刻以前に当該物品に

適当な標識をつけるとともに，上場の際その旨を呼び上げなければならない。 

２ 卸売業者は，前項に規定する処置を行わなかったときは，その値段その他

の条件をもって買受人に対抗することができない。 

（指値等のある未販売受託物品の処置） 

第４８条 卸売業者は，指値等のある受託物品で相当の期間内に販売すること

ができないものがあるときは，その旨を委託者又はその代理人に通知し，そ

の指示を受けなければならない。ただし，卸売業者において直ちに販売しな

ければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは，販売条件

変更承認申請書により市長の承認を受け，その条件がなかったものとしてこ

れを販売することができる。  

（せり売り及び入札物品等） 

第４９条 市長が条例第３７条第２項の規定によりせり売り又は入札の方法に

より売買取引を行う物品及び割合等について定める場合において，必要があ

ると認めるときは，関係業者の意見を聞くことができる。 

（受託拒否の正当な理由） 

第５０条 条例第３９条第２項の規則で定めるその他の正当な理由は，卸売市

場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２号）第６条各号に規定する場合と

する。 

（通常の卸売開始時刻以前の卸売の許可申請） 

第５１条 条例第４０条第１項ただし書の許可を受けようとする卸売業者は，

許可申請書を市長に提出しなければならない。 

（仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して販売できる割合） 

第５２条 市長が条例第４１条第１項の規定により卸売業者が仲卸業者及び売



 

 

買参加者以外の者に対して販売できる割合について定める場合その他附帯条

件を定める場合において，必要があると認めるときは，関係業者の意見を聞

くことができる。 

（卸売業者の再委託等）  

第５３条 条例第４３条に規定する卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそ

れがないと認める場合は，次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 天災その他これに類する災害が発生した場合 

⑵ 市場の仲卸業者又は売買参加者以外の者から買い入れることが困難であ

り，他の取引参加者の市場取引を阻害するおそれがない場合 

⑶ その他市長が特に必要と認める場合 

２ 前項第２号に該当するものとして条例第４３条の規定に基づき買い受ける

場合においては，卸売業者はその旨を市長に届け出なければならない。 

（受託契約約款） 

第５４条 卸売業者は，条例第８条第１項の許可を受けた日から起算して１月

以内に当該許可に係る受託契約約款を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の受託契約約款には，次に掲げる事項を定めなければならない。 

⑴ 受託物品の引渡し及び受領に関する事項 

⑵ 受託物品の保管に関する事項 

⑶ 受託物品の手入れ等に関する事項 

⑷ 受信場所に関する事項 

⑸ 送り状又は発送案内に関する事項 

⑹ 受託物品の上場に関する事項 

⑺ 販売条件の設定，変更及び取扱方法に関する事項 

⑻ 委託の解除，委託替及び再委託に関する事項 

⑼ 委託手数料の額に関する事項 



 

 

⑽ 委託者の負担すべき費用に関する事項 

⑾ 仕切りに関する事項 

⑿ 条例第４６条第３項及び第７２条の規定による場合に関する事項 

⒀ 前各号のほか重要な事項 

（受託契約約款の掲示） 

第５５条 卸売業者は，条例第４４条の規定により届け出た受託契約約款を卸

売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（受託物品等の確認検査）  

第５６条 卸売業者が条例第４５条第１項の確認を受けようとするときは，受

託物品確認検査申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第４５条第１項の確認は，その確認をする物品のある場所等において

卸売業者立会のうえ，当該物品の容器の完否，荷造の状態，個数，内容，重

量，鮮度，品質等について行う。 

３ 条例第４５条第１項の確認を終了したときは，市長は，受託物品確認検査

証を交付する。 

（販売原票の提出等） 

第５７条 卸売業者は，売買契約が成立したときは，直ちに売渡請求書を作成

して買受人に交付しなければならない。 

２ 卸売業者は，卸売終了後速やかに当日分の販売原票の写しを市長に提出し

なければならない。 

（委託者不明物品の処置） 

第５８条 委託者不明の物品があるときは，卸売業者は直ちに委託者不明物品

検査申請書により市長に届け出て検査を受けなければならない。 

２ 卸売業者は，前項の検査を受けた後市長の承認を得てその物品を販売する

ことができる。ただし，市長が適当と認めるときは，別に措置を命ずること



 

 

ができる。 

３ 市長は，第１項の検査又は前項の承認をしたときは，利害関係人の請求に

より当該検査又は承認に関する証明書を交付する。 

（買受人の明示及び買受物品の引取り）  

第５９条 条例第４６条第１項の規則で定める卸売をした物品の買受人の明示

方法は，卸売をした物品の荷箱への明記又は売渡票の添付によるものとする。 

２ 条例第４６条第３項に規定する買受人が引取りを怠ったと認められるとき

は，次の各号のいずれかに該当するときとする。 

⑴ 卸売業者が売渡物品の引渡しの準備を完了し，買受人に引取りを請求し

たにもかかわらず，買受人が正当な理由なくこれを履行しないとき。 

⑵ 買受人の所在が不明で，引取りの請求ができないとき。 

（支払を怠ったときの届出） 

第６０条 卸売業者は，買受人がその買受代金（買い受けた額にその消費税及

び地方消費税に相当する額を加えた額をいう。）又は条例第４６条第３項の

規定による保管の費用若しくは同条第４項の差額の支払を怠ったときは，遅

滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

（保管費用及び差額の支払時期）  

第６１条 条例第４６条第３項の規定による保管の費用は，同項の当該買受人

がその物品を引き取ったときに支払わなければならない。 

２ 条例第４６条第４項の差額は，卸売業者がその再販売をした日に支払わな

ければならない。 

（市場の卸売業者以外の者から買い入れできる割合） 

第６２条 市長が条例第４７条第２項の規定により仲卸業者が当該市場の卸売

業者以外の者から買い入れて販売できる割合について定める場合その他附帯

条件を定める場合において，必要があると認めるときは，関係業者の意見を



 

 

聞くことができる。 

（卸売予定数量等の報告）  

第６３条 条例第５０条第１項の規定による卸売予定数量等の報告は，次の各

号に掲げる物品について，品目ごとの数量及び主要な産地を，通常の卸売開

始の時刻までに，卸売予定数量報告書を市長に提出して行うものとする。 

⑴ せり売り又は入札の方法により当日卸売をする物品 

⑵ 相対取引により当日卸売をする物品 

⑶ 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をする物品 

２ 条例第５０条第２項の規定による売買取引の結果等の報告は，次の各号に

掲げる物品について，品目ごとの卸売の数量，主要な産地並びに高値，中値

及び安値（それぞれ卸売市場法施行規則第３条第２項第２号に規定するもの

をいう。以下同じ。）に区分した卸売価格を，毎開場日の午後４時までに取

扱高報告書を市長に提出して行うものとする。ただし，市場における取扱品

目のうち主要品目の報告は，その卸売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書

により行わなければならない。 

⑴ せり売り又は入札の方法により当日卸売をした物品 

⑵ 相対取引により当日卸売をした物品 

⑶ 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をした物品 

３ 条例第５０条第３項の規定による市況等の月例報告は，卸売業者月間売上

高報告書を市長に提出して行うものとする。 

（卸売業者による卸売予定数量及び卸売価格等の公表） 

第６４条 条例第５１条第１項の規定による公表は，前条第１項の卸売予定数

量報告書又はその写しにより，通常の卸売開始の時刻までに行うものとする。 

２ 条例第５１条第２項第１号に掲げる売買取引の結果等の公表は，前条第２

項の取扱高報告書又はその写しにより，卸売が終了した後速やかに行うもの



 

 

とする。 

３ 条例第５１条第２項第２号に掲げる受領額の公表は，委託手数料受領額一

覧表により行うものとする。 

４ 条例第５１条第２項第３号に掲げる奨励金等の種類ごとの交付額の公表は，

第６９条第３項の規定により提出した届出書又はその写しにより行うものと

する。 

５ 前条第２項ただし書による報告の公表は，同項の主要品目卸売価格報告書

又はその写しにより，行うものとする。 

（市長による卸売予定数量及び卸売価格等の公表） 

第６５条 市長は，卸売業者から第６３条第１項の卸売予定数量報告書の提出

を受けたときは，速やかに品目ごとの数量及び主要な産地並びに前日の主要

な品目の卸売の数量及び価格を公表しなければならない。 

２ 市長は，卸売業者から第６３条第２項の取扱高報告書の提出を受けたとき

は，売買取引の方法ごとに区分して主要な品目ごとの数量及び価格を公表す

るものとする。この場合において，卸売価格については，主要な産地ごとに

高値，中値及び安値に区分して行うものとする。 

３ 市長は，第６３条第２項ただし書による報告を受けたときは，当該報告を

基に日報を作成し公表するものとする。 

（売買仕切書の送付）  

第６６条 卸売業者は，条例第５３条第１項の規定により売買仕切書を委託者

に送付したときは，直ちにその写し１通を市長に提出しなければならない。 

 （仕切り及び支払に関する特約の書面の備付け及び提出） 

第６７条 条例第５４条の特約に関する書面の備付け及び提出は，仕切り及び

送金に関する特約報告書により行うものとする。 

（委託手数料の額の届出）  



 

 

第６８条 条例第５５条第１項の届出は，次に掲げる事項を記載した書面を提

出することにより行うものとする。 

⑴ 届出者の名称及び代表者名 

⑵ 委託手数料の額の対象品目 

⑶ 委託手数料の額 

⑷ 委託手数料の額の設定理由 

⑸ 委託手数料の額の適用開始日 

（各種奨励金の交付） 

第６９条 卸売業者は，市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため，

出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。 

２ 卸売業者は，卸売代金の期限内の完納を奨励するため，仲卸業者又は売買

参加者に対して完納奨励金を交付することができる。 

３ 前２項の奨励金を交付しようとする卸売業者は，市長が別に定めるところ

により，届け出なければならない。 

（卸売物品の検査）  

第７０条 卸売業者は，卸売をした物品について，買受人から正当な理由によ

ると思われる卸売代金の変更の申出があったときは，条例第５７条ただし書

に規定する確認の検査を市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による検査を受けようとするときは，卸売物品確認検査申請書

を市長に提出しなければならない。 

３ 第５６条第２項の規定は，第１項の検査について準用する。 

４ 第１項の検査を終了したときは，市長は，卸売物品確認検査証を交付する。 

第４章 市場施設の使用 

（市場施設の使用申請等）  

第７１条 条例第５８条第１項の指定又は同条第２項の許可を受けようとする



 

 

者は，市場施設使用／指定／許可／申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，市場施設の使用を指定し，又は許可した後においても，必要があ

ると認めるときは，その内容の一部を変更することができる。 

（保証金の額）  

第７２条 条例第５８条第４項の規則で定める保証金の額は，第８０条の規定

による使用料月額の３倍に相当する金額とする。 

 （市場施設変更申請）  

第７３条 条例第６０条第１項の承認（以下「変更承認」という。）を受けよ

うとする者は，市場施設変更承認申請書に設計図面及び費用見積書を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 市場施設備付け以外の看板，装飾，広告物等を設けようとするときについ

ても前項と同様とする。 

３ 市長は，変更承認をした後でも必要と認めるときは，変更承認を受けた者

に対し相当の指示をし，又は変更若しくは除去を命ずることができる。 

４ 変更承認又は前項の指示等を受けた者は，工事しゅん工後，遅滞なく市場

施設変更工事しゅん工届を市長に届け出て，その検査を受けた後でなければ

その施設を使用することができない。 

（市場施設の毀損届，修理等） 

第７４条 使用者（条例第５９条に規定する使用者をいう。以下同じ。）は，

その使用する市場施設について毀損その他の理由により修理を要する箇所を

発見したときは，直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による届出があったとき又は現に使用する市場施設に

ついて改修を要すると認めるときは，いつでも工事を施行することができる。 

３ 前項の場合において，使用者が工事施行のため損害を被ることがあっても，

本市は，その賠償の責めを負わないものとする。 



 

 

（施設の清掃等） 

第７５条 使用者は，清掃，廃棄物の適切な処理及び消毒を行い，常に市場施

設の清潔を保持しなければならない。 

２ 使用者は，常に商品，容器その他の物品を整理し，通路その他に放置しな

いようにしなければならない。 

（共同使用施設の清掃等）  

第７６条 市場内における共同使用の市場施設については，当該施設の共同使

用者は，連帯して当該施設を清掃及び消毒しなければならない。 

２ 共同使用者は，清掃及び消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必

要な事項を定めて市長に届け出なければならない。 

３ 市長は，必要があると認めるときは，第１項に規定する清掃及び消毒に関

して，その計画及び費用の分担について指示することができる。 

（市場施設の保健衛生に必要な措置の命令等）  

第７７条 市長は，使用者に対して保健衛生上又は市場内整頓のため必要な措

置を命ずることができる。 

２ 市長は，使用者が第７５条第１項若しくは前条第１項の規定による義務を

怠ったとき又は前項の規定による命令に従わないときは，自らこれを執行し，

その費用を使用者に負担させることができる。 

（施設の返還等）  

第７８条 条例第６１条の市長の指定する期間は，１５日以内とする。この期

間内に使用する市場施設を返還しないときは，使用者は，その返還を完了す

るまでの使用料相当額を納付しなければならない。 

（指定又は許可の取消しその他の規制）  

第７９条 条例第６２条に規定する市場の管理上必要があると認めるときは，

次の各号のいずれかに該当するときとする。 



 

 

⑴ 市場の秩序若しくは公共の利益を害し，又はそのおそれがあると認める

とき。 

⑵ 市場施設の使用について指定し，若しくは許可した目的その他の条件に

違反し，又はその指定し，若しくは許可した目的の達成が著しく困難であ

ると認められるに至ったとき。 

⑶ 市場施設の指定又は許可当時と著しく事情が変化し，その使用が不必要

又は不適当であると認められるに至ったとき。 

⑷ 使用料その他本市に対する納付金の納付を怠ったとき。 

⑸ 故意又は過失によって市場施設を滅失し，又は毀損したとき。 

⑹ 市場に関する法令，条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行う市

長の指示若しくは処分に違反したとき。 

２ 使用者が条例第６２条及び第６３条の市長の命令に服さないときは，市長

は，自らこれを執行し，その費用を使用者に負担させることができる。 

（使用料）  

第８０条 条例第６４条第２項の規則で定める使用料は，別表に定める金額に

１００分の１１０を乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

（使用料の計算方法）  

第８１条 使用面積に１平方メートル未満の端数があるときは，これを１平方

メートルとして計算する。 

２ 月額による使用料について，使用期間が１月に満たないときは，日割計算

によるものとする。 

（使用料の納期）  

第８２条 １月を単位として定める使用料は，毎月２５日までに当月分を納付

しなければならない。ただし，月の途中において使用を終了するものについ

ては，当該終了日までに納付しなければならない。 



 

 

２ 前項に規定する使用料以外の使用料（会議室使用料を除く。）については，

当月分を翌月２０日までに納付しなければならない。ただし，月の途中にお

いて使用を終了するものについては，当該終了日までに納付しなければなら

ない。 

３ 会議室使用料については，使用を終了した日の翌日までに納付しなければ

ならない。 

４ 市長は，特別の事情があると認める場合は，前３項の規定による納付期限

を変更することができる。 

（電力，電話，ガス，水道，下水道等の費用の負担及び納付期限） 

第８３条 次に掲げる市場施設における電力，電話，ガス，水道，下水道等の

費用及びこれらの設備の維持等に要する費用は，その使用者の負担とする。 

⑴ 卸売業者売場 

⑵ 仲卸業者売場 

⑶ 関連事業者売店（金融機関を含む。） 

⑷ 事務所 

⑸ 倉庫 

⑹ 買荷保管所 

⑺ 加工所 

⑻ バナナ加工施設 

⑼ 冷凍・冷蔵施設 

⑽ 水産物荷受所 

⑾ 青果部低温売場 

⑿ 前各号に掲げるもののほか，市長の指定する市場施設 

２ 前項の費用の算定は，計量器によるものとする。この場合において，電力

料金については電力会社の供給規程，水道料金については徳島市水道事業条



 

 

例（昭和３３年徳島市条例第２２号）の規定，下水道料金については徳島市

公共下水道事業条例（昭和３７年徳島市条例第２３号）の規定に従うものと

する。 

３ 前項の規定により難い費用の算定については，別に市長が認定することが

できる。 

４ 第１項の費用は，当月分をその翌月の２０日までに納付しなければならな

い。 

第５章 監督 

（改善措置命令） 

第８４条 条例第６７条第３項の規則で定める事項に該当する場合とは，次の

各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 流動負債の合計金額に対する流動資産の合計金額の比率が１００パーセ

ントを下回った場合 

⑵ 資本及び負債の合計金額に対する資本の合計金額の比率が１０パーセン

トを下回った場合 

⑶ 連続する３以上の事業年度において，経常損失が生じた場合 

⑷ その他市長が定める基準を満たさなかった場合 

（帽子及び記章の着用） 

第８５条 せり人又はせり参加人が，売買取引中に第１４条，第２８条又は第

３４条に規定する帽子又は記章を着用していない場合，市長はその売買取引

を中止し，当該せり人又はせり参加人の資格を取り消すことができる。 

第６章 徳島市中央卸売市場開設運営協議会 

（委員の任期） 

第８６条 条例第６９条の徳島市中央卸売市場開設運営協議会（以下「協議会」

という。）の委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前



 

 

任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 委員は，非常勤とする。 

（会長の選任及び権限） 

第８７条 協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（招集） 

第８８条 協議会は，会長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第８９条 協議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

２ 協議会は，委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところ

による。 

（協議会の庶務） 

第９０条 協議会の庶務は，中央卸売市場経営課において行う。 

第７章 雑則  

（卸売業務の代行による報告等）  

第９１条 卸売業者は，卸売の業務を行うことができなくなった場合において

は，未販売の受託物品について，遅滞なく市長に報告しなければならない。 

２ 市長は，条例第７２条第２項の規定により自ら委託物品の販売をするとき

は，直ちにその旨を販売委託者に通知するものとする。 

（公表方法）  

第９２条 条例第５１条及び第５２条の公表は，インターネットの利用その他

の適切な方法により行わなければならない。それら以外の卸売市場法施行規



 

 

則で規定されている公表事項についても，同様とする。 

（住所不明による掲示）  

第９３条 市場における取引関係者の住所又は居所が知れないため，市場にお

ける取引の関係書類の送達をすることができない場合には，市場内の掲示板

にその旨を掲示する。この場合においては，掲示の日から７日目をもって当

該書類は送達されたものとみなす。 

（掲示事項）  

第９４条 市長は，次の各号に掲げる場合においては，市場内に当該各号に掲

げる事項を掲示する。その変更があったときも同様とする。 

⑴ 条例第５条第２項の規定により休日に開場し，又は休日以外の日に開場

しないこととするとき その旨及び同項の規定により開場する日又は開場

しない日 

⑵ 条例第６条第１項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき又は

同条第２項の規定により卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定

めたとき その旨並びに変更後の開場の時間又は定められた販売開始時刻

及び販売終了時刻 

⑶ 条例第３７条第２項の規定によりせり売り又は入札の方法により売買取

引を行う物品及び割合等を定めたとき その旨並びに同項の規定によりせ

り売り又は入札の方法により売買取引を行う物品及び割合等 

⑷ 条例第３７条第３項の規定により市長が売買方法について指示したとき 

  その旨及び同項の規定による市長の売買方法の指示内容 

⑸ 条例第４８条第２項の規定により売買を差し止めたとき その旨並びに

同項の規定による売買差止めの理由及び概要 

⑹ 条例第４９条第３項の規定により物品の売買を差し止め，又は撤去を命

じたとき その旨並びに同項の規定による売買差止め又は撤去命令の理由



 

 

及び概要 

⑺ 条例第６８条の規定に基づく処分をしたとき その旨並びに同条の規定

に基づく処分の理由及び概要 

⑻ 卸売業者，仲卸業者及び売買参加者の業務を許可し，若しくは承認した

とき又はこれらの者がその資格を失ったとき その旨並びに許可若しくは

承認をされ又は資格を失った者の住所及び法人名又は氏名並びに資格を失

ったときにあっては，その理由 

⑼ 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき その

旨及び改正文 

⑽ 前各号のほか，市長が掲示する必要があると認めたとき その旨及び必

要事項 

（申請書等の様式）  

第９５条 申請書等の様式は，別に定める。 

   附 則 

この規則は，令和２年６月２１日から施行する。 



別表（第８０条関係） 

種別 金額 

卸売業者市場使用料 卸売金額の1,000分の2.5に相当する額及び

卸売場面積1平方メートルにつき1月 105円 

仲卸業者市場使用料 条例第 22 条第 1 項の許可に係る取扱品目の

部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業

者以外の者から買い入れた場合における購

入金額の1,000分の2.5に相当する額及び仲

卸売場面積1平方メートルにつき1月 800円 

金融機関店舗使用料 使用面積1平方メートルにつき1月 1,500円 

関連商品売場使用料 使用面積1平方メートルにつき1月 1,100円 

福利厚生施設使用料 使用面積1平方メートルにつき1月 1,200円 

事務所 

使用料 

基幹的機能を有す

る業務を営む者が

使用する場合 

使用面積 1平方メートルにつき 1月 800 円 

その他の業務を営

む者が使用する場

合 

使用面積 1平方メートルにつき 1月 900 円 

倉庫使用料 使用面積 1平方メートルにつき 1月 650 円 

買荷保管所使用料 使用面積 1平方メートルにつき 1月 450 円 

加工所使用料 使用面積 1平方メートルにつき 1月 680 円 

駐車場 

使用料 

2階建駐車場1階部

分(市長が指定する

ものに限る。) 

1 台につき 1月 3,810 円 

市長が指定するそ

の他の駐車場 

1 台につき 1月 1,905 円 

運送事業用施設使用料 一式につき 1月 400,000 円 

バナナ加工施設使用料 一式につき 1月 355,000 円 

冷凍・冷蔵施設使

用料 

A 一式につき 1月 1,071,428 円 

B 一式につき 1月 426,666 円 

会議室使用料 4 時間までごとにつき 1,500 円 

土地使 

用料 

一時的に使用する

場合 

使用面積 1平方メートルにつき 1日 30 円 

その他の場合 使用面積 1平方メートルにつき 1月 120 円 

水産物荷受所使用料 使用面積 1平方メートルにつき 1月 105 円 



  

青果部低 

温売場使 

用料 

北側低温売場 一式につき 1月 126,666 円 

南側低温売場 一式につき 1月 68,572 円 

備考 この表における卸売金額，購入金額及び各単価には，消費税及び地方消

費税に相当する額を含まない。 


